
令和４年12月15日 虹の家事業所だより

うつらない！うつさない！
～感染対策の徹底～

（幸せをめざして PART 36）

所 長 小 野 真

保護者、地域の皆様には、虹の家の種々の取組に対しまして、ご理解とご協力いただきまして感謝

申し上げます。

マスコミ報道等で皆様ご存知のとおり新種の変異ウイルス発生等による感染が全国に拡大し

続けております。当県においても憂慮すべき状況にあります。

さて、虹の家では、12月に入って利用者及び職員のコロナウイルス感染者が拡大には至っていない

ものの予断を許さない状況にあります。保護者の皆様におかれましては利用者の事業者内での感染

や防止対策等について不安を感じてる方もいらっしゃることと推察しているところです。そこで、県庁

保健課や新発田保健所等の指導を受けて下記による感染防止対策を徹底しております。

【感染拡大防止徹底の取組】

（１） 毎朝、事業所で利用者及び職員の体温計測と抗原検査

（２） 利用者の「喉の痛み」「鼻水」「 37℃以上の発熱」等健康状況の確実な把握

（３） 手洗い・うがいの励行、送迎車輌や事業所内でのマスク着用

（４） 給食時、完全入れ替え制と休憩時間の時間差実施

（５） ３密を避けるために、誕生会や休憩時間の大勢でのゲームの自粛

（６） 保護者・グループホーム世話人への出勤前の体調チェックの徹底依頼

・・・ 等

事業所と致しましては、出来る限り利用者の健康状態を把握し、予防に努めてまいりますが、保

護者の皆様におかれましても、先般お配りしました健康チェック項目を徹底していただくなど感染防止

にご協力をお願い致します。

この件について、ご不明な点がございましたら事業所へ問い合わせください。

な な い ろ



「

出勤時即！抗原検査をしています。

コロナウイルス感染予防対策！


